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information

税
の
お
知
ら
せ

5
月
の
納
税
等

軽
自
動
車
税
／
全
期

介
護
保
険
料
／
第
1
期

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
／
第
1
期

提
塘
占
用
料
／
全
期

保
　
育
　
料
／
5
月
分

納
　
期
　
限
／
6
月
1
日（
月
）

　

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て

４
月
１
日
現
在
で
軽
自
動
車
を
お
持

ち
の
方
に
は
、
５
月
上
旬
に
役
場
か
ら

納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

最
寄
り
の
金
融
機
関
ま
た
は
役
場
会

計
室
窓
口
に
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

平
日
の
日
中
に
納
付
す
る
こ
と
が
難
し

い
方
は
、
休
日
で
も
郵
便
局
の
Ａ
Ｔ
Ｍ

で
ご
使
用
で
き
る
納
付
書
が
あ
り
ま
す

の
で
、
役
場
税
務
課
ま
で
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税
種
別
割
は
自
動
車
税
種

別
割
と
異
な
り
月
割
制
度
が
あ
り
ま
せ

ん
。
よ
っ
て
、
４
月
１
日
現
在
の
所
有

者
に
全
額
課
税
さ
れ
ま
す
。

軽
自
動
車
の
売
却
等
を
さ
れ
、
売
却

時
の
契
約
に
よ
り
、
販
売
店
等
の
第
三

者
が
税
金
を
支
払
う
場
合
で
も
、
納
税

通
知
書
は
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に

送
付
し
、
口
座
振
替
を
ご
契
約
の
場
合

は
、
所
有
者
が
登
録
し
て
い
る
口
座
か

ら
引
き
落
と
し
が
さ
れ
ま
す
。
事
前
に

そ
の
旨
を
ご
連
絡
い
た
だ
い
て
も
、
販

売
店
等
の
第
三
者
に
納
税
通
知
書
を
送

付
す
る
こ
と
も
、
口
座
振
替
を
停
止
す

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税
率
に
つ
い
て

○
重
課
税
率

最
初
の
新
規
検
査
か
ら
13
年
を
経
過

し
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
経
年
車

重
課
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
最
初

の
新
規
検
査
と
は
、
今
ま
で
に
車
両
番

号
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
軽
自

動
車
を
新
た
に
使
用
す
る
と
き
に
受
け

る
検
査
で
あ
り
、
一
般
的
に
車
検
と
言

わ
れ
る
継
続
検
査
と
は
異
な
り
ま
す
。

最
初
の
新
規
検
査
の
時
期
は
、
車
検
証

の「
初
度
検
査
年
月
」欄
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
な
お
、
平
成
15
年
10
月
14
日
前

に
最
初
の
新
規
検
査
を
受
け
て
い
る
場

合
は
、
最
初
の
新
規
検
査
の「
月
」の
把

握
が
で
き
な
い
た
め
、
最
初
の
新
規
検

査
を
受
け
た
年
の
12
月
か
ら
起
算
し
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
グ
リ
ー
ン
化
特
例
の
延
長
に
つ
い
て

令
和
元
年
度
中（
平
成
31
年
４
月
１

日
か
ら
令
和
２
年
３
月
31
日
）に
最
初

の
新
規
検
査
を
受
け
た
三
輪
以
上
の
車

両
に
つ
い
て
、
排
ガ
ス
性
能
に
応
じ
て
、

税
率
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
乗
用
と
貨
物

で
は
達
成
基
準
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
な
お
、
排
ガ
ス
性

能
に
関
し
て
は
、
車
検
証
の
備
考
欄
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税
の
口
座
振
替
の

方
の
納
税
証
明
書
に
つ
い
て

口
座
振
替
を
ご
契
約
の
方
に
は
、
６

月
の
中
旬
ご
ろ
に
継
続
検
査
用（
車
検

用
）の
納
税
証
明
書
を
送
付
い
た
し
ま

す
。
口
座
振
替
日
か
ら
、
証
明
書
が
届

く
ま
で
の
間
に
必
要
な
方
は
、
税
務
課

窓
口
に
て
通
帳
記
入
後
の
通
帳
の
写
し

等
に
よ
り
納
付
の
確
認
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

総
務
部
税
務
課

減
免
に
つ
い
て

次
の
手
帳
を
持
つ
所
有
者
で
、
一
定

車種

重課税率（年額） 旧税率（年額）
最初の新規検査が
平成１９年３月までの車両※

最初の新規検査が
平成１９年４月から
平成２７年３月までの車両

軽三輪 ４,６００円 ３,１００円

四輪 乗用
自家用 １２,９００円 ７,２００円
営業用 ８,２００円 ５,５００円

四輪 貨物用
自家用 ６,０００円 ４,０００円
営業用 ４,５００円 ３,０００円

※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車を除く。


